
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和元年１０月１１日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 試験サンプル破砕機 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は、ヒト、動物、あるいは植物の組織などの分析の前工程として、それ

らのサンプルを破砕する装置である。 
 
 
 
 
 
○構造、仕様、意匠 

先端がスリット状になったプラスチック製またはスチール製の破砕棒により、試

験管等に入っているヒト、動物、あるいは植物の組織サンプルを破砕する。破砕棒

のチャッキング部は専用の構造になっており、手持ち式の本体と脱着できる構造で

ある。 

 

 定格：ＡＣ１２０Ｖ、６０Ｈｚ 

 回転速度：５，０００～３５，０００ｒｐｍ 
 
 
○主な使用者、販売先 
 大学、病院等の研究施設 
 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「その他の電動工

具」として取り扱う。 
 

 

（理由） 

手持ち式であり、組織サンプルを破砕し加工する工具と考えられることから、

「その他の電動工具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

なお、アタッチメントの構造から、「かくはん機」としての機能を有していると

は言い難く、また「かくはん」を目的として使用されるものではないので、「電動

かくはん機」には該当しないと考えられる。 

 

 
 


